
Workstyle Innovation Consortium規約 

  

第１章 総則 

第１条 名称 

（１）本会は、Workstyle Innovation Consortium（以下、「本会」という。）と称する。 

（２）略称は「WIC」と称する。 

  

第２条 目的 

本会は、働き方改革にとどまらず、日本が抱えているより広い課題に関して、会員企

業間で意見交換を行える “場” を提供する事により、新たな発見を見出していただ

ける事を目標とした活動を実施します。 

  

第３条 活動内容 

本会は、前条の目的を達するために次の活動を行う。 

（１）関連する関連省庁や各種団体等の取組などの情報提供 

（２）前条に賛同し実践しようとしている企業または、実践している会員企業間の情

報共有 

（３）前条を実現するためのコンサルテーションや ICT導入支援の提供 

（４）前条を実現するための ICTソリューションの普及・利用の促進 

（５）ソリューション提供企業の協業を実現するための"場"を提供 

（６）その他、本会の目的を達成するための活動 

  

第２章 会員及び役員 

第４条 会員 

本会の会員は、本会の目的に賛同し、後述の運営事務局により、入会の承認を受けた

企業や団体及び有識者とする。 

  

第５条 会員の権利と義務 

（１）会員は、本会の会員であることを広告、パンフレット、催事等において示すこ

とができる。 

（２）会員は、本会が実施する広告、広報、催事等においてその名称が掲出されるこ

とを承認する。 

（３）会員は、本会の活動に積極的に参加する。 

（４）会長、または運営事務局が提起した議題などの選任を行うための選挙権および

被選挙権の行使。



 

第６条 入退会 

（１）本会へ入会しようとする者は、所定のウェブから申請し、運営事務局の承認を

受けなければならない。 

（２）本会を退会しようとする者は、運営事務局に所定のウェブからその旨を届け出

なければならない。 

（３）会員が本規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合には、

役員会の過半数以上の賛同のもと、これを除名することができる。 

（４）メールにて連絡が取れなくなった会員 (user unknown) 

（５）会員が退会または除名により本会に属さなくなった場合には、当該会員は会員

としての特典・権利を失う。 

  

第７条 事業年度 

（１）本会の活動の事業年度は、通常１月１日から１２月３１日までとする。 

（２）本会の第１事業年度は、２０１８年１月１日から同年１２月３１日までとする。 

  

第８条 年会費 

（１）本会の会費は、第１事業年度は無料とする。 

（２）第２期事業年度以降の会費は後述の役員において過半数以上の賛同を以って決

定し、当該事業年度が始まる１ヶ月前までに会員に通知するものとする。特に通知を

行わない場合、翌年事業年度は無料とする。 

  

第９条 役員 

（１）本会に、役員として会長１名、副会長若干名を置く。 

（２）会長は、この会を代表して会務を統括し、必要に応じ総会や役員会を招集する。 

（３）副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある場合にはその職務を代行する。 ただ

し、本職の設置を必須としない。また地域密着の活動に対しても選任可能とする。 

（４）過半数以上の役員の賛同のもと、特別に認めた企業・団体の個人をアドバイザ

ーとして就任可能とする。 

 



 

第１０条 運営事務局 

（１） 運営事務局は、会務の運営にあたる。 また地域密着の活動に対しても選任可

能とする。 

（２） 地域密着の活動を選任とした活動を行う場合、活動内容や本会の運営に関わ

る情報をその他の運営事務局とも共有を行う。 

（３） 運営事務局には役員会の了承を得た上で参加できるものとし、本会の役員、お

よび会員、または本会の参加者以外も参加できるものとする。 

 

第３章 総会、運営委員会等 

第１１条 総会 

（１）総会は、会員をもって構成する。 

（２）総会は、会長が必要と認めたときに開催する。 

（３）総会は、必要に応じて、電子メールによる開催とすることができる。 

（４）総会は、総会員の４分の１以上の出席をもって成立する。 

（５）総会に出席できない会員は、総会の議長または他の出席会員にその権限を委任

することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。 

（６）総会の議長は、会長が務める。 

（７）総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可

否同数のときは、議長の決するところによる。 

（８）総会は、本会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。 

  

第１２条 運営委員会 

（１） 本会に、運営委員会を置く。 

（２） 運営委員会は以下の活動を行うものとす 

(ア) 本会の目的を実現するための企画立案、実施 

(イ) 本会の活動を広げるための企画立案、実施 

（３）運営委員会は、本団体の会員から構成されるものとする。 

（４）運営委員会の議長は、会長が兼務する。 

（５）運営委員会は、会長や運営委員会の参加者が必要と認めたときに開催する。 

（６）運営委員会は、必要に応じて開催（オンライン、オンサイト含む）でき、また

電子メールによる開催も行うことができる。 

（７）運営委員会への参加/ 退任は、希望者が運営事務局に電子メール等の手段をも

って応募し、議長の承認をもって行うものとする。 

（８）運営委員会の参加者は原則、本会の定例会参加、運営委員会の打合せへの参加、

企画・発案したイベントの参加も行うものとする。 



 

（９）運営委員会の活動に違反、また道義上問題があると思われた活動が発生した際

には、議長や他構成メンバーからの発議を受けて解任審議を行うものとする。解任審

議にて２名以上の解任同意をもって、議長が本委員会からの解任を行えるものとする。 

 

第１３条 分科会 

分科会について、以下のとおり定める。 

（１）第２条の目的を実現するため、分科会を設けることができる。分科会の数は特

に限定しない。 

（２）分科会の設置は、設置を希望する主査の申入れにより運営事務局が承認する。

ただし、主査は会員でなければならない。 

（３）分科会の主査は、分科会のメンバーを自由に募ることができる。 

（４）分科会の主査は、分科会の活動、運営に関する全責任を負うものとする。 

（５）分科会は、本会から活動のための支援を受けることができる。 

（６）分科会には、以下の２種類がある。 

 

（A）一般分科会 

一般分科会の中で扱われる情報は公知のものとし、一般分科会の活動の結果、作成

される刊行物、資料等の著作物の著作権を含む知的財産権は本会に帰属する。 

 

（B)特別分科会 

ａ）特別分科会のメンバーは、原則として会員であるものとする。ただし、主査が

必要と認める場合はこの限りではない。 

ｂ）特別分科会の活動の結果、作成される刊行物、資料等の著作物の著作権および

特許権を含む知的財産権は、当事者間で別途定めるものとする。ただし、他の会員

に対し、その権利を適正な対価をもって提供することを拒まない。 

 

第１４条 秘密保持 

本会の特別分科会、会員間の会合等（以下「分科会等」という）において開示される、

秘密情報の取扱いは下記の通りとする。なお、本条において秘密情報を開示する会員

を「開示者」、秘密情報を受領する会員を「受領者」という。 

 

（１）本会則において秘密情報とは、開示者が分科会等において以下の各号の方法で

開示する全ての情報とする。 

A）秘密である旨を表示した書面で開示する方法 



 

B）秘密である旨を明示して口頭またはデモンストレーション等により開示する方

法であって、開示後 10 日以内に開示した情報を書面にて受領者に提示するものと

する。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとす

る。 

ａ）開示の時点ですでに公知のもの、または開示後受領者の責によらずして公知

となったもの。 

  ｂ）開示の時点ですでに受領者が保有しているもの。 

  ｃ）第三者から秘密保持義務を負うことなく受領者が正当に入手したもの。 

  ｄ）開示された情報によらずして、受領者が独自に開発したもの。 

 

（２）受領者は、開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、分科会等の実施の

ために知る必要のある自己の役員、従業員以外に開示、漏洩してはならないものとす

る。また、受領者は、秘密情報の開示のために開示者から受領した資料（電子メール

等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘

密資料」という）を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、他の会員

を含む第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないも

のとする。 

 

（３）前項にかかわらず、受領者は、法令により秘密情報の開示を強制された場合に

は、受領者が当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を当該第三者に要求する

ことを前提として、開示者の秘密情報および秘密資料を第三者に開示、提供できるも

のとする。 

 

（４）受領者は、分科会等の実施のために最小限必要な範囲で秘密資料を複製できる

ものとする。なお、本項における複製物も秘密資料として取り扱うものとする。 

 

（５）受領者は、開示者から開示された秘密情報を、分科会等のためにのみ限定して

使用するものとし、その他の目的に使用しないものとする。 

 

（６）受領者は、分科会等の終了後、秘密資料を開示者に返却、または破棄もしくは

消去するものとする。 



 

第４章 雑則 

第１５条 

（１）本会は、第３条に定める活動の実施に当たって、会合開催や分科会の活動等、

特別な予算の措置を必要とする事業を実施しようとする場合には、必要に応じて、当

該事業に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。 

  

（２）第１５条（１）の徴収は、役員会の議決によるものとする。 

 

第１６条 

本規約は、総会の決議により改正することができる。 

  

第１７条 

本会は、総会の決議により解散することができる。 

  

第１８条 

この規約に定めるもののほか本会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとす

る。 

  

附則 

（１）この規約は、２０１８年１月１日から施行する。 

（２）設立総会に出席し、本規約を承認した者は、本会の会員になったものとする。 

（３）附則（２）は、設立総会の日以前から入会希望の電子メールをもって表明して

いた者に準用する。 
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